
県土整備部公共事業事後評価実施要綱

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日

県土整備部技術企画課

（目的 ）

第１条 この要綱は、県土整備部が実施する公共事業（以下「 事業」という。）

が 完 了 し た 箇 所 の 評 価 （ 以 下 「 事 後 評 価 」 と い う 。） に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る こと に より 、 県が 実 施す る 事 業の 評価 手法 の見 直し 等に 反映 すると とも

に 、 事業 の 効率 的 な執 行 及び 実 施 過程 の透 明性 の一 層の 向上 を図 り、も って

県 が 実 施 す る 公 共 事 業 の 適 正 な 執 行 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

（ 対 象 事 業 ）

第 ２ 条 事 後 評 価 の 対 象 と す る 事 業 （ 以 下 「 対 象 事 業 」 と い う 。） は 、 国 土 交

通 省 が所 管 する 補 助事 業 及び 交 付 金事 業又 は県 単独 事業 で県 土整 備部が 事業

主 体 とな っ て実 施 した も のの う ち 、全 体事 業費 が基 準額 以上 であ り、か つ事

業 完 了後 一 定期 間 が経 過 する な ど 、部 長が 別に 定め る基 準に 該当 する事 業と

す る 。

２ 前 項の 事 後評 価 は、 事 業完 了 後 一定 期間 が経 過し た年 の年 度末 までに 実施

す る も の と す る 。

（評価 の視点）

第 ３ 条 事 後 評 価 は 、 次 に 掲 げ る 項 目 を 視 点 と し て 行 う も の と す る 。

（ １ ） 事 業 の 効 果 の 発 現 状 況 等

（ ２ ） 事 業 に よ る 環 境 の 変 化 や 環 境 の 保 全

（ ３ ） 施 設 の 維 持 管 理 状 況

（ ４ ） 今 後 の 事 後 評 価 の 必 要 性

（ ５ ） 改 善 措 置 の 必 要 性

（ ６ ） 同 種 事 業 の 計 画 ・ 調 査 の あ り 方 や 事 業 評 価 手 法 の 見 直 し の 必 要 性

（評価の実施 ）

第 ４ 条 部 長 は 公 共 事 業 審 査 会 （ 県 土 整 備 部 公 共 事 業 審 査 会 設 置 要 綱 （ 平 成

１ ５ 年１ ２ 月２ ４ 日県 土 整備 部 技 術検 査課 定め ）に より 設置 され たもの をい

う 。 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。） に お い て 、 事 後 評 価 の 結 果 に つ い て 審 査 を 行

うものとする。



２ 全 体事 業 費が １ ０億 円 以上 で あ る対 象事 業の うち 、審 査会 が第 三者の 意見

を 求 める こ とが 必 要と 認 めた 事 業 につ いて 、宮 崎県 公共 事業 評価 委員会 （宮

崎 県 公共 事 業評 価 委員 会 設置 要 領 （平 成１ ０年 １１ 月３ ０日 土木 部技術 検査

課 定 め ） に よ り 設 置 さ れ た も の を い う 。 以 下 「 評 価 委 員 会 」 と い う 。） に 諮

問するものとする。

３ 評 価委 員 会は 、 前項 の 規定 に よ り諮 問さ れた 対象 事業 の事 後評 価の結 果に

つ い て 、 審 議 を 行 い 、 部 長 に 意 見 の 具 申 を 行 う も の と す る 。

４ 部 長は 、 評価 委 員会 か ら前 項 の 意見 の具 申が あっ た場 合に は、 これを 尊重

す る も の と す る 。

（事後 評価に基 づく対応）

第５ 条 部 長 は、 事 後評 価 を実 施 し たと きは 、そ の結 果に 基づ き、 同種事 業の

計 画 ・調 査 のあ り 方や 事 業評 価 手 法の 改善 につ いて 必要 な対 応を 図るも のと

する。

２ 前 条第 １ 項の 審 査及 び 同条 第 ３ 項の 審議 の結 果、 別に 定め る要 件に該 当す

ると部長が判断する場合は、再度、事後評価を行うものとする。

３ 前 項 の 事 後 評 価 の 実 施 時 期 は 、 部 長 が こ れ を 定 め る も の と す る 。

（事後 評価の結 果の公表）

第６条 事後評価 の結果は公表 するもの とする。

（雑則）

第７ 条 こ の 要綱 に 定め る もの の ほ か、 事後 評価 に関 し必 要な 事項 は、別 に定

める。

附 則

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 県 土 整備 部 公共 事 業事 後 評 価試 行要綱 （平 成２ １年 ３月 １９ 日県土 整備

部技術企 画課定め ）は廃止 する。


